佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金交付要綱
　（目的）
第１条　この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大等による収入減少を補填する収入保険制度への農業者等の加入を促進することを目的として、農業経営収入保険（以下「収入保険」という。）の保険料の一部について予算の範囲内において、佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その補助金の交付については、佐賀市補助金等交付規則（平成１７年１０月１日規則第６４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
　（対象者）
第２条　補助金の交付対象となる農業者等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
（１）　市内に住所を有する農業者等又は市内に拠点を有する農業法人等
（２）　収入保険に加入し、保険料を納付する者。ただし、保険期間が申請年度の１２月以前に満了する保険は、対象とならない。

（３）　市税を完納している者
（４）　申請年度の３月末までに必要な書類を添えて補助金の申請及び実績
報告を行う者
　（補助対象経費及び補助金の額)
第３条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、別表のとおりとする。
　（交付の申請）
第４条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
　（１）　収入保険の加入実態が確認できる書類の写し
　（２）　前1号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
２　申請者は、自己又は団体の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
　（１）　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
　（２）　暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
　（３）　暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者
　（４）　自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
　（５）　暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
　（６）　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
　（７）　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
３　申請者は、前項第２号から第７号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
　（交付の決定）
第５条　市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。
（交付の条件）

第６条　市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、これに必要な条件を付することができる。
（決定の通知）

第７条　市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。
２　市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
（申請の取下げ）
第８条　前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
２　前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
（補助事業等の遂行）
第９条　補助事業者等は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
（遂行状況の調査等）
第１０条　市長は、補助事業者等に対し必要に応じ、補助事業等の遂行状況の調査をし、又は報告を求めることができる。
（関係書類の整備）
第１１条　補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類等を常に整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。
（実績報告）

第１２条　第５条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業が完了したとき（保険料の確定後）、佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金実績報告書（様式第３号）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。なお、補助対象経費に変更がある場合は、実績報告書をもって報告するものとする。
　（１）　収入保険の確定保険料が確認できる書類の写し
　（２）　その他市長が必要と認める書類
　（補助金の額の確定）
第１３条　市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金確定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。
　（補助金の請求）

第１４条　補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業等の完了後に交付するものとする。
２　補助事業者等は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金交付請求書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。
（交付の取消し）

第１５条　市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１）　補助対象となる収入保険の保険期間の中途で解約したとき。
（２）　偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

（３）　補助金を他の用途に使用したとき。

（４）　補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

（５）　法令又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。

２　市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
　（補助金の返還）
第１６条　前条の場合において、市長は、当該取消しの部分に関し既に補助金を交付しているときは、佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金返還請求書（様式第６号）により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。補助金の額の確定後、既にその額を超える補助金を交付しているときも、同様とする。
　（補則）

第１７条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
　　　附　則
この要綱は、令和４年７月２０日から施行し、令和４年度の補助金から適用する。

別表(第３条関係) 
	補助対象
	補助対象経費
	補助金の額
	補助金の
上限額

	農業経営収入保険
	市内に住所を有する農業者等又は市内に拠点を有する農業法人等が加入する収入保険の保険料（積立金及び付加保険料（事務費）は除く。）の個人負担分
	補助対象経費の
８割に相当する額
（千円未満切捨て）
	１００千円


様式第１号（第４条関係）

佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金交付申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　年　　月　　日

（あて先）佐賀市長
申請者　住　所　
氏　名　　　　　　　　　　
（団体の場合は、団体名及び代表者名）
佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金交付要綱第４条第１項の規定により、次のとおり申請します。なお、補助金の交付にあたって、佐賀県農業共済組合に農業経営収入保険の加入状況等の確認に必要な情報について、市が照会を行うことに同意します。
	補助年度
	年度
	補助事業等の名称
	佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金

	収入保険対象期間
	

	補助事業等の経費所要額
【保険料（個人負担分）】
	円　

	交付申請金額
	円　

	補助事業等の完了予定年月日
	年　　　月　　　日

	添付書類
	・収入保険の加入実態が確認できる書類の写し
・市税の滞納のない証明
・その他市長が必要と認める書類


様式第２号（第７条関係）

佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金交付決定通知書
　第　　　　　号

　　年　　月　　日

　　　　　様

佐賀市長　　　　　　　　　印
　年　　月　　日付けで申請のあった補助金の交付については、次のとおり決定したので、佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金交付要綱第７条第１項の規定により通知します。

	補助年度
	年度
	補助事業等の名称
	佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金

	交付決定金額
	円　

	交付条件
	・佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金交付要綱及び佐賀市補助金交付規則の規定に従うこと。

・補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類等を常に整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して５年間保管すること。


様式第３号（第１２条関係）

佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金実績報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　年　　月　　日

（あて先）佐賀市長

申請者　住　所　

氏　名　　　　　　　　　　

（団体の場合は、団体名及び代表者名）
年　　月　　日付け、　　第　　号で補助金の交付決定を受けた補助事業等の実績について、佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金交付要綱第１２条の規定により、次のとおり報告します。

	補助年度
	年度
	補助事業等の名称
	佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金

	収入保険対象期間
	

	補助金の交付決定金額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

	補助事業等の経費所要額
【保険料（個人負担分）】
	当初申請保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　円　
確定保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　円　


	変更の理由
	

	添付書類
	・収入保険の確定保険料が確認できる書類の写し

・その他市長が必要と認める書類


様式第４号（第１３条関係）
佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金確定通知書

　第　　　　　号

　　年　　月　　日

　　　　　様

佐賀市長　　　　　　　　　印
　年　　月　　日付けで申請のあった補助金については、次のとおり補助金の額を確定したので、佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金交付要綱第１３条の規定により通知します。

	補助年度
	年度
	補助事業等の名称
	佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金

	補助金の交付決定金額
	円　

	補助金の交付確定金額
	円　


様式第５号（第１４条関係）

佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金交付請求書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　年　　月　　日

（あて先）佐賀市長

申請者　住　所　

氏　名　　　　　　　　　　

（団体の場合は、団体名及び代表者名）
佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金交付要綱１４条第２項の規定により、次のとおり請求します。

	補助年度
	年度
	補助事業等の名称
	佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金

	補助金の交付決定金額
	円　

	補助金の交付確定金額
	円　

	補助金の既交付金額
	円　

	交付請求金額
	円　

	今回請求後の未請求金額
	円　

	振込先
	金融機関名
	銀行　信金

農協　漁協　　　　　店

信組

	
	口座番号
	当座・普通

	
	（フリガナ）
	

	
	口座名義人
	


＊振込口座が確認できる写しを添付してください。
様式第６号（第１６条関係）
佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金返還請求書

　第　　　　　号

　　年　　月　　日

　　　　　様
佐賀市長　　　　　　　　　印
佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金交付要綱第１６条の規定により、次のとおり返還を命じます。
	返還金額
	

	返還期限
	年　　　月　　　日

	返還理由
	

	返還方法
	

	補助年度
	年度
	補助事業等の名称
	佐賀市農業経営収入保険制度加入支援事業費補助金

	補助金の交付決定金額
	円　

	補助金の既交付金額
	円　

	補助金の交付確定金額
	円　



